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公
衆
衛
生
行
政
に
お
け
る
科
学
技
術
の
意
味
や
役
割
を
考
え

る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
本
研
究
で
は
『
日
本
公
衆
保
健

協
会
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
、
戦
前
戦
中
期
の
衛
生

技
術
官
が
、
衛
生
行
政
の
あ
り
方
や
そ
の
専
門
性
に
関
し
て
何

を
主
張
し
て
い
た
か
を
抽
出
し
そ
の
背
景
を
考
え
る
。

衛
生
技
術
官
と
は
、
衛
生
行
政
を
担
っ
た
技
術
者
で
、
医
師
、

薬
剤
師
お
よ
び
獣
医
師
か
ら
な
る
。
中
央
で
は
内
務
省
衛
生
局

の
ち
に
は
厚
生
省
に
、
地
方
で
は
警
察
部
衛
生
課
、
衛
生
試
験

所
、
細
菌
検
査
所
に
勤
務
し
て
い
た
。
中
央
お
よ
び
地
方
の
衛

生
技
術
官
を
主
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）

年
に
日
本
公
衆
保
健
協
会
が
創
立
さ
れ
、
機
関
誌
と
し
て
『
日

本
公
衆
保
健
協
会
雑
誌
」
が
発
行
さ
れ
た
（
発
行
期
間
二
九

二
五
〈
大
正
十
四
）
年
’
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
）
。
紙
面

18

衛
生
技
術
官
の
主
張
と
そ
の
背
景

Ｉ
『
日
本
公
衆
保
健
協
会
雑
誌
』
の
記
事
を
中
心
に

横
田
陽
子

立
命
館
大
学

構
成
は
、
「
巻
頭
言
」
、
「
原
著
」
、
「
資
料
」
、
「
海
外
医
事
」
、
「
時

評
」
、
「
公
報
」
欄
な
ど
多
彩
で
、
内
容
は
学
術
報
告
や
現
場
資

料
の
情
報
交
換
、
外
国
を
含
む
衛
生
行
政
の
消
息
、
さ
ら
に
衛

生
行
政
に
対
す
る
意
見
・
提
案
・
不
満
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
衛

生
行
政
に
対
す
る
意
見
・
提
案
・
不
満
の
記
事
か
ら
そ
の
主
張

を
抽
出
し
た
。

『
日
本
公
衆
保
健
協
会
雑
誌
」
の
な
か
で
主
張
さ
れ
て
い
る
内

容
を
大
き
く
分
け
る
と
、
衛
生
行
政
組
織
、
技
術
官
の
待
遇
、

科
学
や
専
門
性
に
関
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
衛
生
行
政
組

織
に
関
し
て
は
、
地
方
衛
生
部
の
設
置
や
衛
生
部
の
警
察
行
政

か
ら
の
独
立
、
中
央
に
衛
生
行
政
専
門
の
省
の
設
置
を
求
め
る

も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
衛
生
部
長
や
衛
生
局
長
に
は
技
術
官
を

あ
て
る
よ
う
主
張
さ
れ
て
い
た
。
待
遇
に
関
し
て
は
、
臨
床
医

と
比
べ
て
地
位
・
待
遇
・
報
酬
が
悪
く
人
材
が
集
ま
ら
な
い
、

地
方
官
に
も
本
省
勤
務
者
の
よ
う
な
欧
米
へ
の
留
学
制
度
の
適

用
を
希
望
す
る
、
な
ど
が
あ
っ
た
。
専
門
性
に
関
し
て
は
、
衛

生
行
政
を
担
う
も
う
一
方
の
専
門
家
で
あ
る
法
律
家
が
衛
生
の

専
門
知
識
を
持
た
な
い
こ
と
へ
の
不
満
や
反
感
、
衛
生
技
術
官

訓
練
機
関
設
置
の
要
望
が
あ
り
、
ま
た
従
来
の
医
学
は
治
療
医
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学
に
専
念
し
す
ぎ
て
い
た
と
し
て
、
臨
床
医
学
と
の
違
い
も
意

識
さ
れ
て
い
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
主
張
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
、
衛
生

行
政
の
専
門
領
域
の
国
際
状
況
と
国
内
状
況
か
ら
考
え
て
み
た

い
Ｏ

先
ず
国
際
状
況
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
三
○
年
代

ま
で
に
公
衆
衛
生
と
臨
床
医
学
と
の
違
い
が
認
識
さ
れ
て
、
衛

生
行
政
に
関
わ
る
技
術
官
の
専
門
性
が
確
立
さ
れ
、
こ
れ
に
伴

っ
て
專
門
家
を
養
成
す
る
機
関
が
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
援

助
で
各
地
に
創
設
さ
れ
て
い
た
。
同
財
団
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け

で
な
く
各
国
の
公
衆
衛
生
専
門
教
育
機
関
の
創
設
も
援
助
し
た
。

同
財
団
の
援
助
で
日
本
に
も
公
衆
衛
生
院
が
一
九
三
八
（
昭
和

十
一
三
年
に
創
設
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）

年
に
、
「
国
際
連
盟
主
催
各
国
衛
生
技
術
官
交
換
視
察
会
議
」

（
東
京
で
開
催
、
そ
の
他
日
本
各
地
の
施
設
見
学
を
含
む
）
が
開

催
さ
れ
、
衛
生
技
術
官
の
存
在
を
社
会
に
訴
え
る
機
会
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
専
門
性
の

確
立
に
伴
う
専
門
家
と
し
て
の
自
覚
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。

一
方
国
内
の
衛
生
行
政
で
は
、
腸
チ
フ
ス
の
問
題
は
依
然
残

っ
た
も
の
の
、
明
治
期
以
来
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
コ
レ
ラ
な

ど
の
急
性
伝
染
病
問
題
が
、
大
正
の
初
め
頃
に
は
後
景
に
退
き
、

か
わ
っ
て
結
核
を
代
表
と
す
る
慢
性
伝
染
病
問
題
が
注
目
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
た
め
急
性
伝
染
病
に
取
り
組
む
べ
く
組
織
さ
れ

た
衛
生
行
政
機
構
の
制
度
的
不
具
合
が
い
わ
れ
、
警
察
的
「
取

り
締
ま
り
」
か
ら
、
予
防
医
学
的
「
指
導
」
へ
の
変
更
が
、
王
張

さ
れ
て
い
た
。
専
門
性
の
自
覚
に
加
え
て
衛
生
行
政
制
度
の
不

具
合
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
相
ま
っ
て
、
衛
生
行
政
の
機
構
改
革

の
主
張
や
、
警
察
組
織
の
な
か
の
上
司
で
あ
る
法
学
の
専
門
家

へ
の
反
感
に
も
な
っ
て
、
主
導
権
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
時
代
は
軍
国
主
義
の
躍
進
に
よ
っ
て
、
国
民
の
健
康

が
国
策
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
先
の
公
衆

衛
生
院
や
厚
生
省
の
創
設
、
保
健
所
の
設
置
は
、
こ
の
路
線
に

沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
軍
国
主
義
の
時
代
の
大
き
な
う
ね
り

に
乗
っ
て
、
衛
生
技
術
官
は
衛
生
行
政
を
担
う
専
門
家
と
し
て
、

専
門
性
や
そ
れ
ゆ
え
の
処
遇
の
改
善
を
、
さ
ら
に
警
察
行
政
か

ら
の
分
離
に
よ
る
衛
生
行
政
事
務
の
主
導
権
を
、
強
く
主
張
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。


